
OKINAYA NEWS RELEASE                       22.12.15 
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 オキナヤ上海現地法人設立について 

 

当社は、お取引先企業の中国への生産拠点シフトに伴う顧客ニーズに対応する目的で、

関係各方面の許認可を前提として、来春 4月、上海市内に現地法人を設立することになり

ました。 

当社上海現法では、現地で調達した生産設備や電機・電子部品を中国に進出している日

系企業に卸すとともに、現地中国企業への販売や建材も含めた中国製品の日本への輸出も

考えており、製品販売からメンテナンスまで一貫対応できるきめ細やかなサービス提供を

予定しております。 

 

《上海現法概要》 

１．設立時期    平成 23年４月 1日（予定） 

２．設立現地法人  翁屋（上海）商貿有限公司 

３．業務内容   

  （１）生産設備・機器の卸、輸出入 

（２）電機・電子機器及び部品の卸、輸出入 

（３）建築材料の卸、輸出入 

（４）上記（１）～（３）に付帯する一切の業務及びコミッション代理 

４．資本金    3千万円 

５．本社所在地  上海市長寧区延安西路１５９０号上海増澤大楼５階Ｇ室 

６．組織概要   経営陣  総経理 藤間太郎（㈱オキナヤ 常務取締役） 

         営業   3名（日本人２名、中国人 1名） 

その他経理・貿易業務者含め総勢５～6名を予定  

 

なお、今回の中国現地法人設立に関しては、埼玉県の埼玉県上海ビジネスサポートセン

ター（堀江所長）からの全面的なサポート支援をいただき設立準備を進めております。 

 

今後とも弊社は、お客様のニーズにお応えし課題を解決できるソリューションパートナ

ーとして、お客様とともに発展してまいりたいと考えております。 
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